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司法行政文書開示通知書

2月28日付け（3月3日受付、第030999号）で申出のありました司法行

政文書の開示について、下記のとおり開示することとしましたので通知します。

記

開示する司法行政文書の名称等

「固定資産評価決定取消請求事件について」 と題する書面（片面で1枚）

開示の実施方法

写しの送付

1

2

担当課秘書課（文書室）電話03 （4233） 5240 （直通）



傍礎入の苦擬へ

最高裁判所広報課

固定資産評価決定取消請求事件について
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0節この概響（同志晉産冒平ｲ而基睾倒里謡

原判決及び争点

◇原判決（広島高裁）は，要旨次のとおり述べて，請求を認容すべきものとした。

・ 本件ゴルフ場につき，附近の土地の価額から評定すべき取得価額は， ゴルフ場

に造成される前の塩田跡地の基準年度における客観的時価をいうものと解すべき

であるが，下松市長が依拠した鑑定は，工場用地としての評価額を求めるもので

あって， これによったのでは上記の客観的時価を求めることができない。

． したがって，その余の点につき判断するまでもなく，本件登録価格は評価基準の

定める評価方法に従って算定されたものということができない。

◇本件においては，本件登録価格につき，塩田跡地としての取得価額を求めていな

いことをもって，評価基準の定める評価方法に従って算定されたものということは

できないとした原審の判断の当否が問題となる。

事案の概要
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